
 

 

瀬戸内市
せとうちし

ダイバーシティ社会
しゃかい

を推進
すいしん

する条例
じょうれい

 

 

瀬戸内市
せとうちし

が、全て
すべ

の人
ひと

にとって住みやすく
す

、豊か
ゆた

で活力
かつりょく

に満ちた
み

まちとして発展
はってん

する

には、生物学的
せいぶつがくてき

な性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
しこう

、性
せい

自認
じにん

、年齢
ねんれい

、障
しょう

がいの有無
う む

、人種
じんしゅ

、国籍
こくせき

等
とう

の

違い
ちが

にかかわらず、全て
すべ

の人
ひと

が個性
こせい

を発揮
はっき

できるまちであることが必要
ひつよう

です。 

市
し

、市民
しみん

及び
およ

事
じ

業者
ぎょうしゃ

がそれぞれの責務
せきむ

を果たし
は

、協働
きょうどう

して、互い
たが

の違い
ちが

や共通点
きょうつうてん

を

認め合い
みと  あ

、全て
すべ

の人
ひと

が孤立
こりつ

せず、自分
じぶん

らしく生きる
い

ことができるよう、ダイバーシティ

社会
しゃかい

を推進
すいしん

するために、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

します。 

(目的
もくてき

) 

第1条
だい じょう

 この条例
じょうれい

は、ダイバーシティ社会
しゃかい

を推進
すいしん

するに当たり
あ

、その基本
きほん

理念
りねん

及び
およ

そ

の推進
すいしん

を図る
はか

ために基本
きほん

となる事項
じこう

を定め
さだ

、全て
すべ

の人
ひと

が自分
じぶん

らしく安心
あんしん

して暮らす
く

こ

とができる社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

とします。 

(定義
ていぎ

) 

第2条
だい じょう

 この条例
じょうれい

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲げる
かか

用語
ようご

の意義
い ぎ

は、当該
とうがい

各号
かくごう

に定める
さだ

とこ

ろによります。 

(1) ダイバーシティ社会
しゃかい

 生物学的
せいぶつがくてき

な性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
しこう

、性
せい

自認
じにん

、年齢
ねんれい

、障
しょう

がいの

有無
う む

、人種
じんしゅ

、国籍
こくせき

等
とう

の違い
ちが

にかかわらず、全て
すべ

の人
ひと

が個人
こじん

として尊重
そんちょう

され、その

個性
こせい

と能力
のうりょく

を発揮
はっき

し、それぞれの違い
ちが

や共通点
きょうつうてん

を認め合う
みと あ

社会
しゃかい

をいいます。 

(2) 市民
しみん

 市内
しない

に居住
きょじゅう

する者
もの

、市内
しない

で働く
はたら

者
もの

、市内
しない

で学ぶ
まな

者
もの

その他
   た

市内
しない

で活動
かつどう

する

者
もの

をいいます。 

(3) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 営利
えいり

、非営利
ひえいり

等
とう

の別
べつ

にかかわらず、市内
しない

で事業
じぎょう

活動
かつどう

を行う
おこな

個人
こじん

及び
およ

法人
ほうじん

その他
   た

団体
だんたい

をいいます。 

(4) 性的
せいてき

指向
しこう

 人
ひと

の恋愛
れんあい

感情
かんじょう

や性的
せいてき

な関心
かんしん

が、異性
いせい

を対象
たいしょう

とする異性
いせい

愛
あい

、同性
どうせい

を

対象
たいしょう

とする同性
どうせい

愛
あい

、男女
だんじょ

両方
りょうほう

を対象
たいしょう

とする両性
りょうせい

愛
あい

、いずれも対象
たいしょう

としない

無性愛
むせいあい

等
とう

、どのような性
せい

を対象
たいしょう

とするかの指向
し こ う

をいいます。 

(5) 性
せい

自認
じ に ん

 自己
じ こ

の性別
せいべつ

についての認識
にんしき

をいいます。 

(6) ワーク・ライフ・バランス 働く
はたら

全て
すべ

の人
ひと

が、仕事
しごと

と育児
いくじ

や介護
かいご

、趣味
しゅみ

や学習
がくしゅう

、

地域
ちいき

活動
かつどう

といった仕事
しごと

以外
いがい

の生活
せいかつ

との調和
ちょうわ

をとり、その両方
りょうほう

を充実
じゅうじつ

させる

働き方
はたら かた

・生き方
い  かた

をいいます。 

(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者
はいぐうしゃ

、交際
こうさい

相手
あいて

、親族
しんぞく

その他
   た

の親密
しんみつ

な関係
かんけい

にある者
もの

又
また

はあった者
もの

からの身体的
しんたいてき

、精神的
せいしんてき

、社会的
しゃかいてき

、経済的
けいざいてき

及び性的
およ せいてき

な暴力
ぼうりょく



                   

 

をいいます。 

(8) ストーカー行為
こうい

 ストーカー行為
こうい

等
とう

の規制
きせい

等
とう

に関する
かん

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

12年
ねん

法律
ほうりつ

第81号
だい  ごう

）第2条
だい じょう

第4項
だい こう

に規定
きてい

するストーカー行為
こうい

をいいます。 

(9) ハラスメント 他者
たしゃ

に対する
たい

発言
はつげん

、行動
こうどう

等
とう

が、本人
ほんにん

の意図
い と

に関係
かんけい

なく、相手
あいて

及び
およ

周囲
しゅうい

の者
もの

を不快
ふかい

にさせ、尊厳
そんげん

を傷つけ
きず

、不利益
ふりえき

を与え
あた

、又
また

は脅威
きょうい

を与える
あた

ことを

いいます。 

(10) 積極的
せっきょくてき

改善
かいぜん

措置
そち

 社会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶんや

における活動
かつどう

に参画
さんかく

する機会
きかい

について

の男女間
だんじょかん

の格差
かくさ

を改善
かいぜん

するため、必要
ひつよう

な範囲
はんい

において男女
だんじょ

のいずれか一方
いっぽう

に

対し
たい

、当該
とうがい

機会
きかい

を積極的
せっきょくてき

に提供
ていきょう

することをいいます。 

(基本
きほん

理念
りねん

) 

第3条
だい じょう

 市
し

は、次
つぎ

の基本
きほん

理念
りねん

に基づき
もと

ダイバーシティ社会
しゃかい

を推進
すいしん

します。 

(1) 全て
すべ

の人
ひと

が、個人
こじん

としての尊厳
そんげん

が重んぜられる
おも

こと、生物学的
せいぶつがくてき

な性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
しこう

、性
せい

自認
じにん

、年齢
ねんれい

、障
しょう

がいの有無
う む

、人種
じんしゅ

、国籍
こくせき

等
とう

の違い
ちが

による差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか

を

受けない
う

こと、個人
こじん

として能力
のうりょく

を発揮
はっき

する機会
きかい

が確保
かくほ

されること、その他
   た

の個人
こじん

の

人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されること。 

(2) 全て
すべ

の人
ひと

が、性別
せいべつ

による役割
やくわり

分担
ぶんたん

意識
いしき

に基づく
もと

社会
しゃかい

制度
せいど

や慣行
かんこう

にとらわれるこ

となく、個性
こせい

及び
およ

能力
のうりょく

を発揮
はっき

し、自ら
みずか

の意思
い し

により多様
たよう

な生き方
い  かた

を選択
せんたく

できるこ

と。 

(3) 全て
すべ

の人
ひと

が、社会
しゃかい

の対等
たいとう

な構成員
こうせいいん

として、社会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶんや

における様々
さまざま

な

政策
せいさく

又
また

は方針
ほうしん

の立案
りつあん

及び
およ

決定
けってい

に共同
きょうどう

して参画
さんかく

する機会
きかい

が確保
かくほ

されること。 

(4) 全て
すべ

の人
ひと

が、家庭
かてい

において、子
こ

の教育
きょういく

、家族
かぞく

の介護
かいご

その他
   た

家庭
かてい

生活
せいかつ

における

活動
かつどう

と地域
ちいき

、職場
しょくば

等
とう

における活動
かつどう

を相互
そうご

の協力
きょうりょく

と社会
しゃかい

の支援
しえん

のもと両立
りょうりつ

でき

ること。 

(5) 全て
すべ

の人
ひと

が、互い
たが

の身体的
しんたいてき

特徴
とくちょう

及び
およ

生物学的
せいぶつがくてき

な性別
せいべつ

についての理解
りかい

を深め
ふか

、

対等
たいとう

な関係
かんけい

のもと、互い
たが

の意思
い し

を尊重
そんちょう

し、生涯
しょうがい

にわたり健康
けんこう

な生活
せいかつ

を営む
いとな

こと

ができること。 

(6) 全て
すべ

の人
ひと

が、主体的
しゅたいてき

にダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に取り組む
と   く

こと。 

(7) 市
し

は、国内
こくない

及び
およ

国際
こくさい

社会
しゃかい

の取組
とりくみ

と協調
きょうちょう

し、市内外
しないがい

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

するこ

と。 

(市
し

の責務
せきむ

) 

第4条
だい じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

の基本
きほん

理念
りねん

に基づき
もと

、ダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん

施策
しさく



                   

 

(積極的
せっきょくてき

改善
かいぜん

措置
そち

を含む
ふく

。以下
い か

同じ
おな

。)を策定
さくてい

し、及び
およ

実施
じっし

します。 

2 市
し

は、前項
ぜんこう

の施策
しさく

の策定
さくてい

及び
およ

実施
じっし

のために必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

及び
およ

研究
けんきゅう

をするものとしま

す。 

3 市
し

は、第1項
だい こう

の施策
しさく

を実施
じっし

するに当たって
あ

は、市民
しみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、国
くに

及び
およ

他
た

の地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、協力
きょうりょく

して取り組みます
と   く

。 

(市民
しみん

の責務
せきむ

) 

第5条
だい じょう

 市民
しみん

は、あらゆる分野
ぶんや

の活動
かつどう

において、ダイバーシティ社会
しゃかい

について理解
りかい

を

深め
ふか

、その推進
すいしん

に努める
つと

ものとします。 

2 市民
しみん

は、市
し

が実施
じっし

するダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん

施策
しさく

に協力
きょうりょく

し、共
とも

に

実現
じつげん

するよう努める
つと

ものとします。 

(事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せきむ

) 

第6条
だい じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、ダイバーシティ社会
しゃかい

について理解
りかい

を深め
ふか

、事業
じぎょう

活動
かつどう

及び
およ

運営
うんえい

を

行う
おこな

に当たって
あ

は、その推進
すいしん

に努める
つと

とともに、就労者
しゅうろうしゃ

が能力
のうりょく

を発揮
はっき

できるよう

雇用
こよう

の分野
ぶんや

における均等
きんとう

な機会
きかい

及び
およ

待遇
たいぐう

の確保
かくほ

に努める
つと

ものとします。 

2 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、就労者
しゅうろうしゃ

がワーク・ライフ・バランスを実現
じつげん

できる職場
しょくば

環境
かんきょう

の整備
せいび

に

努める
つと

ものとします。 

3 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、市
し

が実施
じっし

するダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん

施策
しさく

に協力
きょうりょく

し、共
とも

に

実現
じつげん

するよう努める
つと

ものとします。 

(推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せいび

) 

第7条
だい じょう

 市
し

は、ダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん

施策
しさく

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

す

るため、市長
しちょう

を長
ちょう

とする推進
すいしん

体制
たいせい

を整備
せいび

します。 

(積極的
せっきょくてき

改善
かいぜん

措置
そち

) 

第8条
だい じょう

 市
し

は、ダイバーシティ社会
しゃかい

を推進
すいしん

する上
うえ

で積極的
せっきょくてき

改善
かいぜん

措置
そち

が重要
じゅうよう

であるこ

とに鑑み
かんが

、市民
しみん

及び
およ

事
じ

業者
ぎょうしゃ

と協力
きょうりょく

し、格差
かくさ

是正
ぜせい

のために必要
ひつよう

な措置
そ ち

が講ぜられる
こう

よう努めます
つと

。 

(差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか

の禁止
きんし

等
とう

) 

第9条
だい じょう

 全て
すべ

の人
ひと

は、生物学的
せいぶつがくてき

な性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
しこう

、性
せい

自認
じにん

、年齢
ねんれい

、障
しょう

がいの有無
う む

、

人種
じんしゅ

、国籍
こくせき

等
とう

の違い
ちがい

に起因
きいん

する人権
じんけん

侵害
しんがい

をしてはなりません。 

2 全て
すべ

の人
ひと

は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為
こうい

及び
およ

あらゆるハラスメ

ントをしてはなりません。 

3 全て
すべ

の人
ひと

は、他人
たにん

の性的
せいてき

指向
しこう

又
また

は性
せい

自認
じにん

に関して
かん

、公表
こうひょう

を強制
きょうせい

し、若しく
も

は禁止
きんし



                   

 

し、又
また

は本人
ほんにん

の意
い

に反して
はん

公
おおやけ

にしてはなりません。 

4 全て
すべ

の人
ひと

は、情報
じょうほう

の発信
はっしん

に当たって
あ

、生物学的
せいぶつがくてき

な性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
しこう

、性
せい

自認
じにん

、

年齢
ねんれい

、障
しょう

がいの有無
う  む

、人種
じんしゅ

、国籍
こくせき

等
とう

の違い
ちが

に起因
きいん

する不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか

を助長
じょちょう

することのないよう十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

しなければなりません。 

(基本
きほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

) 

第10条
だい  じょう

 市長
しちょう

は、ダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん

施策
しさく

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に

推進
すいしん

するための基本
きほん

計画
けいかく

(以下
い か

「基本
きほん

計画
けいかく

」という。)を策定
さくてい

するものとします。 

2 基本
きほん

計画
けいかく

は、次
つぎ

に掲げる
かか

事項
じこう

について定める
さだ

ものとします。 

(1) 総合的
そうごうてき

かつ長期的
ちょうきてき

に講
こう

ずべきダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん

施策
しさく

の大綱
たいこう

 

(2) 前号
ぜんごう

に掲げる
かか

もののほか、ダイバーシティ社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん

施策
しさく

を総合的
そうごうてき

か

つ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するために必要
ひつよう

な事項
じこう

 

3 市長
しちょう

は、基本
きほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に当たって
あ

は、瀬戸内市
せとうちし

ダイバーシティ社会
しゃかい

推進審
すいしんしん

議会
ぎかい

（瀬戸内市
せとうちし

ダイバーシティ社会
しゃかい

推進審
すいしんしん

議会
ぎかい

条例
じょうれい

（令和
れいわ

7年瀬戸内市
せとうちし

条例
じょうれい

第3号
だい ごう

）

第1条
だい じょう

の規定
きてい

により設置
せっち

する瀬戸内市
せとうちし

ダイバーシティ社会
しゃかい

推進審
すいしんしん

議会
ぎかい

をいう。）の

意見
いけん

を聴く
き

ものとします。 

4 市長
しちょう

は、基本
きほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に当たって
あ

は、市民
しみん

及び
およ

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の意見
いけん

を反映
はんえい

することがで

きるよう適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとします。 

5 市長
しちょう

は、基本
きほん

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、又
また

は変更
へんこう

したときは、これを公表
こうひょう

するものとしま

す。 

(広報
こうほう

啓発
けいはつ

) 

第11条
だい  じょう

 市
 し

及び
およ

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、ダイバーシティ社会
しゃかい

に対する
たい

理解
りかい

と関心
かんしん

を深める
ふか

ために

必要
ひつよう

な広報
こうほう

及び
およ

啓発
けいはつ

活動
かつどう

に努める
つと

ものとします。 

(相談
そうだん

及び
およ

苦情
くじょう

の対応
たいおう

) 

第12条
だい  じょう

 市長
しちょう

は、生物学的
せいぶつがくてき

な性別
せいべつ

、性的
せいてき

指向
しこう

、性
せい

自認
じにん

、年齢
ねんれい

、障
しょう

がいの有無
う む

、

人種
じんしゅ

、国籍
こくせき

等
とう

の違い
ちが

による差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか

その他
   た

のダイバーシティ
だ い ば ー し て ぃ

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を阻害
そがい

す

る人権
じんけん

侵害
しんがい

について相談
そうだん

又
また

は苦情
くじょう

を受けた
う

ときは、関係
かんけい

機関
きかん

と連携
れんけい

し、解決
かいけつ

に

努めます
つと

。 

(被害者
ひがいしゃ

の保護
ほご

) 

第13条
だい  じょう

 市長
しちょう

は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為
こうい

による権利
けんり

侵害
しんがい

が

あったと認められる
みと

場合
ばあい

には、他
た

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

と連携
れんけい

して被害者
ひがいしゃ

の保護
ほ ご

、相談
そうだん

その他
   た

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとします。 



                   

 

(委任
いにん

) 

第14条
だい  じょう

 この条例
じょうれい

に定める
さだ

もののほか、この条例
じょうれい

の施行
しこう

について必要
ひつよう

な事項
じこう

は、

規則
きそく

で定めます
さだ

。 

附
ふ

 則
そく

 

 (施行
しこう

期日
きじつ

) 

１ この条例
じょうれい

は、令和
れいわ

7年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から施行
しこう

する。 

 (瀬戸内市
せとうちし

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

推進
すいしん

条例
じょうれい

の廃止
はいし

) 

２ 瀬戸内市
せとうちし

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

推進
すいしん

条例
じょうれい

(平成
へいせい

17年
ねん

瀬戸内市
せとうちし

条例
じょうれい

第25号
だい  ごう

)は、廃止
はいし

す

る。 

 


